
申請に必要な書類

※東京圏の⼤学に通学している⽅で、令和６年６⽉１⽇以降に勤務地が和歌⼭県内

 に所在する企業へ就職活動を⾏った場合、要した交通費（最⼤16,000円）を⽀

 給します。

⽀援⾦額

16,000 円

地方就職学生支援金地方就職学生支援金

和歌⼭市 移住定住戦略課

〒640-8511 �和歌⼭市七番丁２３番地

Mai l： i ju te i j u@c i ty .wakayama . lg . j p

TEL：073-435 -1013

和歌山市和歌山市

問い合わせ先

東京圏から和歌⼭市への移住、県内企業の就職を応援します！

最
⼤

�１．地⽅就職学⽣⽀援⾦交付申請書兼請求書

�２．本⼈であることを確認することができる書類の写し（免許証など）

�３．在学証明書等の卒業学年であることの確認ができる書類

�４．内定証明書

�５．地⽅就職学⽣⽀援⾦の交付申請に関する誓約書兼同意書

�６．住⺠票の写し

�７．交通費に係る領収書の写し

http://garoon/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/exchange_history?aid=8542&cid=32781&mid=41227&email=%3Cijuteiju%40city.wakayama.lg.jp%3E&sf=


 移住元に関する要件

本部所在地が東京都内にある東京圏の⼤学のうち条件不利地域以外の地域のキャンパスに原則４年以上在学し、当該⼤学を卒業
する⾒込みであること。

⼤学の卒業年度において、東京圏内（条件不利地域を除く。）に継続して在住していること。

 移住先に関する要件

和歌⼭県内に所在する企業に就職することが内定し、当該内定が第５条の規定による申請を⾏う⽇の属する年度の１０⽉１⽇以
降に決定したものであること。

卒業後に上記の企業に就職し、本市に移住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。
（ア）暴⼒団員
（イ）不正の利益を得る⽬的、他⼈に損害を加える⽬的その他の不正の⽬的で暴⼒団⼜は暴⼒団員を利⽤している者
（ウ）暴⼒団若しくは暴⼒団員の威⼒を利⽤し、⼜は暴⼒団の活動若しくは運営に協⼒する⽬的で、暴⼒団員⼜は暴⼒団員が
���������指定した者に対し、相当の反対給付を受けないで⾦品その他の財産上の利益を供与した者

⽇本国籍を有していること⼜は⽇本国籍を有しない者であって永住者、⽇本⼈の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者⼜は特別
永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 就業先に関する要件

勤務地が和歌⼭県内に所在すること。

⾵俗営業者でないこと。

官公庁等（第三セクターのうち、地⽅公共団体から補助を受けている法⼈を除く。）ではないこと。

就業者にとって３親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法⼈への就業でないこと。

 移住条件等に関する要件

週２０時間以上の無期雇⽤契約に基づいて就業する⾒込みであること。

和歌⼭県外への転勤がない就業であること。

これまで本⽀援⾦の交付を受けていないこと。

ご注意

１．虚偽の申請をした場合

２．⽀援⾦の申請⽇から１年以内に要件を満たす就職先への就業を⾏わなかった場合

３．⽀援⾦の申請⽇から１年以内に本市に転⼊しなかった場合

４．内定企業に就職した⽇から１年以内に要件を満たす就職先を辞した場合

５．移住した⽇から５年以内に本市から転出した場合

※申請にあたってはホームページの詳細を必ずご確認ください。

①移住等に関する要件

②就業に関する要件

次の①∼③の全ての要件を満たす⽅が対象となります。

③その他の要件

以下に該当する場合、⽀援⾦を返還していただきます！

要件


